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令和２年６月 岩手県教育委員会定例会 会議録 
 

１ 開催日時 

  開会 令和２年６月15日（月）午後１時30分 

  閉会 令和２年６月15日（月）午後２時47分 

 

２ 開催場所 

県庁10階 教育委員室 

 

３ 教育長及び出席委員 

佐 藤   博 教育長 

小 平 忠 孝 委員 

芳 沢 茎 子 委員 

畠 山 将 樹 委員 

新 妻 二 男 委員 

宇 部 容 子 委員 

 

４ 説明等のため出席した職員 

佐藤教育局長兼教育企画室長、梅津教育次長 

渡辺教育企画推進監、千葉予算財務課長、山村参事兼教職員課総括課長、金野小中学校人事課長、木村

学校調整課総括課長、中川学校教育課総括課長、小野寺義務教育課長、清川保健体育課総括課長、藤原生

涯学習文化財課総括課長 

教育企画室：菊池主任主査、長内主事（記録） 

 

５ 会議の概要 

第１ 会期決定の件 

本日一日と決定 

 

第２ 事務報告１ 令和２年６月県議会臨時会の概要について（教育企画室） 

   別添事務報告により説明 

 

第３ 議案第７号 岩手県立中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（学校教育課） 

別添議案により説明 

 

   原案どおり決定 

 

第４ 議案第８号 岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委員の委嘱に関し議決を求める

ことについて（生涯学習文化財課） 

別添議案により説明 

 

   原案どおり決定 

 

第５ 議案第９号 岩手県立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて（生涯学習文化財

課） 

別添議案により説明 

 

芳沢委員：改選前は公募委員がいなかったということでしょうか。 

藤原生涯学習文化財課総括課長：前回の改選時には、公募に対し応募者がおりませんでしたので、花巻市

立東和図書館館長の菊池桂さんを委員として任命させていただきました。今回は、公募に対して３名

の応募があったところです。 
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芳沢委員：公募委員となる方はどのような方なのか教えてください。 

藤原生涯学習文化財課総括課長：公募委員となる工藤巧さんは、元紫波町職員でして、紫波町立図書館の

館長も歴任された方です。県立図書館に対しても、市町村立図書館との連携等々の中から、また、図

書館経営の視点からも必要な御意見を頂戴できるものと判断し、選考させていただきました。 

小平委員：審議会等の委員の任命等に関する議案の際は、経歴書も掲載した方がより丁寧ではないか。 

藤原生涯学習文化財課総括課長：次回以降の同様の審議の際は、資料として掲載させていただき、慎重か

つ正確な御審議を頂戴できるよう努めて参りたいと思います。 

佐藤教育長：議案の付属資料としての取扱いについて、改めて確認、整理した上で対応させていただきま

す。 

 

   原案どおり決定 

 

第６ 協議１ 教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の指示専決処理について（教職員課） 

別添協議案により説明 

 

新妻委員：この規則は、条例の公布後に教育委員会会議に提示して議決を経ると、周知期間が圧倒的に短

くなってしまうので、７月の条例公布後速やかに規則を公布するべく。教育長の専決処理としたいと

いうことですね。 

山村参事兼教職員課総括課長：条例、規則とも８月１日施行を予定しており、条例は県議会の手続きを経

て７月上旬公布の見込みです。規則についても条例の公布の後に教育長の決裁をもって制定し、８月

１日までの期間を周知期間としたいというものです。 

   補足ですが、この規則案については現在、法務担当と調整しておりまして、規則の題名や内容につ

いては、その過程で確定させていくものですので、現在の案としてお示ししているものです。 

畠山委員：いわゆる超勤４項目だけでなく、在校時間からも勤務時間を考えるということで非常に重要な

お話だと思っています。保護者の立場としては、先生方にはゆとりを持って児童生徒に接していただ

きたいということは、どの親も思っていることだと思いますので、ぜひ実効性のあるものになってい

くようお願いしたいと思います。 

山村参事兼教職員課総括課長：今回の制定を機に、これまで進めてきております学校における働き方改革

を、さらに一層進めていきまして、教員の負担軽減を実現できるよう努めていきたいと考えています。 

 

協議１については、教育長に専決処理させる。 
 

    議案第10号以降については、非公開とする議決がなされた。 

 

第７ 議案第10号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて（教職員課） 

別添議案により説明 

 

   原案どおり決定 

 

  〔戒告 担当業務の処理不適正 49歳 男性 小学校 教諭 盛岡教育事務所管内〕 

 

第８ 議案第11号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて（教職員課） 

別添議案により説明 

 

   原案どおり決定 

 

  〔停職２月 教職員に対するセクシュアル・ハラスメント行為 50 歳代 男性 中学校 主任主査 

盛岡教育事務所管内〕 

 

会議結果の公表は、教育長に一任することとして議決された。 


